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開議 午前１０時００分 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、４番谷議員、６番多胡議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第６１号令和元年度陸別町一般会計歳入歳出決 

算認定について 

◎日程第３ 議案第６２号令和元年度陸別町国民健康保険事業勘 

定特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第４ 議案第６３号令和元年度陸別町国民健康保険直営診 

療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第５ 議案第６４号令和元年度陸別町簡易水道事業特別会 

計歳入歳出決算認定について 

◎日程第６ 議案第６５号令和元年度陸別町公共下水道事業特別 

会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第７ 議案第６６号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特 

別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第８ 議案第６７号令和元年度陸別町後期高齢者医療特別 

会計歳入歳出決算認定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） ２日目に引き続き、日程第２ 議案第６１号から、日程第８ 

議案第６７号までの令和元年度陸別町各会計歳入歳出決算認定について、７件を一括議

題とします。 

 提案理由の説明を既に終えておりますので、各議案の質疑、討論、採決を行います。 

 一般会計に係る質疑は、別途配付しております審議予定表のとおり、科目を区切って

進めてまいります。他の科目にも関連する質疑があるときは、歳入全般、歳出全般につ

いての質疑のときに行ってください。また、歳入歳出相互に関連するときには、歳入歳

出全般の質疑のときに行ってください。 

 次に、質疑の回数については、区切った科目において原則３回までとし、それでもな

お十分な答弁が得られていないと議長が認めたときは、回数をふやすことにしたいと思
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います。 

 それでは、議案第６１号令和元年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定についての質疑

を行います。 

 事項別明細書は、９ページからを参照してください。 

 まず、歳入についての質疑を行います。 

 １款町税、９ページから１２ページ上段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、２款地方譲与税、１１ページ上段から、９款地方特例交

付金、１６ページ下段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、１０款地方交付税、１５ページ下段から、１２款分担金

及び負担金、１８ページ中段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、１３款使用料及び手数料、１７ページ中段から２２ペー

ジ中段まで。 

 ７番渡辺議員。 

○７番（渡辺三義君） それでは、お伺いいたします。歳入の２１ページになります。

歳入、１３款使用料及び手数料１項使用料７目教育使用料２節資料館使用料、関寛斎資

料館１３万４,７００円についてお伺いいたします。 

 現在、道の駅館内に関寛斎資料館がございます。私も四、五回ほどですか、入館いた

しましたが、本当に豊富な展示物、また、歴史を知る、陸別の宝であり、財産があの中

にぎっしりと凝縮されております。 

 しかしながら、令和元年度の入館料１３万４,７００円の収入となっていまして、説明

書の中では、電気料が６８万６,６９０円ですか、そして燃料代１４万５,９４４円とい

うことで、管理費が８３万２,６３４円。入館料を引いても約７０万円ほどの管理費がか

さんでおります。 

 ちなみに、前年度の入館料も大体同じぐらいで１２万２,４００円ですか、それと、地

元の方も入館されていることと思います。また、今の現状を見ると、やっぱり資料館の

入り口の問題、また、道の駅館内は狭い空間の中で数多くの事業が展開され、ちょっと

見ましたら、建物が機能に追いついていないという感じが見受けられます。 

 ここから質問なのですが、できれば多くの町民が身近でゆっくり見学できるよう、役

場近郊、もしくは公民館の中に図書館もあり、できれば私は郷土資料館としてもう１回

戻してほしいなと。本当にそういうことで、人や子どもが集まる場所に、課題もあると

思いますが、私は、今すぐとは言いませんけれども、今後、移転を検討してはと思いま

す。あれだけのすばらしい財産、何となくあの場所に置くのは、いろいろと絡みもある

こととは思いますが、非常にもったいないような感じが見受けられます。この維持管理



― 7 ― 

費は年々かさむと思われますので、その辺について、お考えをお伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 空井教育委員会次長。 

○教育委員会次長（空井猛壽君） ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、関寛斎資料館につきましては、議員御指摘のとおり、非常に貴重な資料等を展

示をさせていただいておりまして、多くの皆様にぜひ関寛斎を知っていただくというこ

とでは、多くの方に御来館をいただきたいなとは考えておるところでございます。 

 現在の道の駅の中に資料館がありますけれども、あの建物、ふるさと交流センターと

いう大きなくくりで、物産館ですとか十勝バス、北見バスの事務所、それと関寛斎資料

館、物産館と、ホテル機能ということで、多様な業種の皆さんに御利用いただいている

建物であります。 

 ふるさと交流センターにつきましては、関係者から成る運営会議がありまして、そち

らのほうでも建物全体のあり方について毎年検討し、改善できるところは改善をしてき

ておるところでございます。 

 御質問の、関寛斎資料館につきましては、運営会議の中でも、いろいろな機能を持っ

た建物ということで、資料館自体の位置ですとかあり方ですとか、あとは入口の問題

等々もあります。今後の展望としては、現時点においては、現状のふるさと交流セン

ターの中で展示を続けるということが基本とはなりますけれども、先ほどお話のありま

したとおり、社会教育施設、特に公民館につきましては、昭和５７年に建築をした比較

的古い建物でもあります。それにあわせまして、現在、郷土資料の収蔵、展示というこ

とで、旧中斗満小学校の一室に貴重な郷土資料を数多く展示をさせていただいておりま

す。残念ながら一般のお客様につきましては、教育委員会に御予約をいただいて御覧い

ただくということで、ちょっと御不便をかけている部分もあります。 

 それらを総合的に勘案しますと、今後におきましては、公民館機能、それから道の

駅、ふるさと交流センターに持っている関寛斎資料館、あわせまして、中斗満小学校に

収蔵、展示をしております郷土資料、これら三つに分散されている建物に関しては、将

来的には陸別の歴史を継承していく、それから、多くの方に知っていただくということ

を考えますと、１か所に集約して、陸別の歴史を皆さんに御覧いただくというような手

法を将来的にはとったほうがよろしいのではないのかなということで、今後になります

けれども、内部的にも議論を深めていきたいなと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、１９ページ、１３款使用料及び手数料１項使用料の

２目民生使用料３節福祉住宅使用料、調定額４８万円についてお伺いいたします。 

 これは福祉住宅からまつハウスの入居使用料ということでありますが、予算額に対し

まして３分の２の執行額になっていて、入居募集がたびたび行われていることは承知し
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ております。この住宅の立地環境、それから、使用料の負担額、これは光熱水費を含め

てでありますが、それらを考えますと、非常に使い勝手のよい福祉資源だと思っており

ます。しかしながら、空室が続いている状況にあって、それが希望しても、入居の要件

に合致しないだけではないと思っております。第三者的に見て、もちろん本人の意思も

尊重しなければならないのは当然のことでありますが、町内には、ここに入居されて生

活を送られたほうが安心ではないかと思われる方がおられます。そのような方への福祉

行政としてのアプローチ、これがどのような方法で行われているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ただいまのからまつハイツにつきましては、

議員のおっしゃるとおり、立地条件は非常によいというふうに我々も考えております。

役場も近い、診療所も近い、コミバスに乗る場所も近いということがありまして、利便

性は非常に高いということがあります。施設的には、熱源、ＩＨヒーターも含めて、熱

源が全て電気ということがありまして、ここがまず一つ、どちらかというとターゲット

が年配の方が多いということがありまして、そこにちょっと引っかかるところがあるの

ではないかということ。それから、入居要件、低所得者、住宅困窮ということで、公営

住宅に準じて当時つくっておりますので、ここら辺のところについても少しハードルが

あるのかということも考えております。 

 実はアプローチとしては、包括支援センター、それから居宅介護支援事業所、福祉担

当、保健指導等、我々の部門にいろいろな情報が入ってきておりまして、いろいろなと

ころでニーズなり対象者、この人、からまつに適しているよねというような情報が入っ

たときは、内部で協議をいたしまして、声かけですとか、家族を含めた体験というか入

所説明会というか見学会みたいなものを開催をしまして、実は家族からは非常に評価が

高い。こんないいところがあったんだね、お父さん、入りなさいよ、お母さん、入りな

さいというような形で言われるのですが、実は本人、住んでいるところに対する執着が

非常に強いという方がいらっしゃって、入居に至らないという方が実は多くあります。 

 あとは、そういうところは体験していただくとか、何かうまくやっていって、結構い

いなと思っていただけるような何か工夫は必要かなと思うのですけれども、今後、電気

だとかの熱源については、安全性を考えると変えることはできないと考えておりますの

で、入居要件について、少し緩和できるようなことがあれば、これは将来的に検討して

いかなければならないということがあります。ですので、現在答えられるのは、アプ

ローチを今以上にもうちょっと力を入れて、どんなやり方があるか分かりませんけれど

も、ちょっと工夫してやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（本田 学君） 次に、１４款国庫支出金、２１ページ中段から、１５款道支出

金、３０ページ上段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、１６款財産収入、２９ページ上段から、１９款繰越金、

３６ページ上段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、２０款諸収入、３５ページから上段から４０ページ上段

まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、２１款町債、３９ページ上段から４０ページまで。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、３９ページ、１項町債の調定額６億１,６６７万７,

０００円、これには５目１節の臨時財政対策債６,７０７万７,０００円が含まれており

ます。 

 これに関連して、議案説明書資料ナンバー２７に掲げられております令和元年度末起

債残高、一般会計４５億９,８２０万１,０００円の内訳が、歳入歳出決算書及び議案説

明書からは拾えませんでしたので、決算審査意見書の数値を使わせていただきますと、

令和元年度末の未償還額は４５億９,８２０万１,３０１円で、うち、１６億５,４８７万

６,０００７円が臨時財政対策債ということであります。また、その差額２９億４,３３

２万５,２９４円の３分の２が過疎対策事業債ということで、基金残高とのバランスを考

えますと、基金が減少傾向にはありますが、現時点においては健全性が保持された財政

運営と言えるのではないかと思っております。 

 しかしながら、やはり今後の懸念材料は、大盤振る舞いしておりますコロナウイルス

感染症の感染拡大対策関連事業、これに費やした財源の後始末だと思います。まだ収束

に至っておりませんので、表には出ておりませんが、いずれは国の地方財政計画におい

て、地方交付税と臨時財政対策債とのバランスに変化が生じてくるのか、そして、今年

度末に執行期限となる過疎地域自立促進特別措置法がどのような形で継続されるのか

で、町財政の執行方針も変わってくると思いますが、間もなく来年度の予算編成に取り

かかるのであろう状況下で、何らかの方向性が国のほうから示されているのか、お伺い

いたします。 

○議長（本田 学君） 副島総務課長。 

○総務課長（副島俊樹君） ただいまの御質問でありますけれども、臨時財政対策債に

つきましては、本来、必要とされる地方交付税の不足分を借入れるというような形で

行っております。今後、国の予算で地方交付税が減額になってきた場合、臨時財政対策

債が逆に多くなるというような状況にもなってくるかと思いますけれども、これらにつ

いては、まだはっきりしておりませんので、現時点では何ともお答えようがないわけで
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ございますが、臨時財政対策債の償還元利につきましては、全額地方交付税で措置され

ているというような状況もございます。 

 それと、過疎対策の関係でありますけれども、今年度末で期限切れというふうにはな

りますが、現在は町並びに町が所属する各種団体におきまして、中央要請ということで

行っておりまして、その途中経過ですとかについては、現在、具体的にこちらのほうま

で流れてはきていない状況でございます。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。３９ページから４０ページまで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、歳入全般について行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 以上で、歳入の質疑を終わります。 

 次に、歳出の質疑を行います。 

 事項別明細書は、４１ページから参照してください。 

 まず、１款議会費全般、４１ページから４２ページ下段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、４１ページ

下段から、５目財産管理費、４８ページ中段まで。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、このくくりで二つ、お伺いいたします。 

 最初は４４ページであります。１目一般管理費１３節委託料、支出済額４６４万８,４

７０円についてお伺いいたします。 

 この中には、人事評価制度運用支援業務及びストレスチェック委託料が含まれている

と思いますが、それらが有効に運用されているのか、まず伺います。 

 それから、２点目でありますが、これも４４ページであります。１９節負担金補助及

び交付金、支出済額３,４６７万９,４０４円についてであります。 

 これ、前ページの表の上から３行目、北海道自治体情報システム協議会負担金２,７５

６万３,２９１円。この中には、統一的な基準による財務諸表の公表のための負担金が含

まれていると思います。まずその額を伺いますとともに、この統一的基準による財務書

類の公表については、平成２８年度決算額を移行処理するところから始められたと、そ

のように記憶しておりますが、その活用につきましては、リアルタイムの帳票入力、そ

れから、それに基づく、例えば月次の試算表の活用ではなくて、決算認定後に組み替え

て、決算諸表であります貸借対照表や資金収支計算書などの４表、それらがつくられて

いて、それを年度中に町のホームページで公表しているわけでありますが、それが町財

政の運営に何がしかの効果をもたらしているのか、お伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 副島総務課長。 
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○総務課長（副島俊樹君） 人事評価とストレスチェックにつきましては、１２５万８,

９５０円であります。ストレスチェックにつきましては１８万円であります。内容につ

きましては、人事評価のほうは、システムを運用するため、また、年に数回、研修会を

行うということで支払っております。 

 それと、ストレスチェックにつきましては、当町では産業医がいないものですから、

足寄町の国保病院に産業医の関係で委託をしておりまして、その委託料が１８万円とい

うふうになっております。実際の活用につきましては、ストレスチェックにつきまして

は、対象職員に入力をしていただきまして実施をしているところであります。結果につ

きましても本人に返して、医師の面談が必要な方につきましては、それぞれお知らせを

して、後は個人のほうで受ける、受けないを判断していただいているような状況であり

ます。 

 人事評価のほうにつきましては、一定程度、システムに入力して、活用はされており

ますけれども、まだまだ全体のものになっておりませんので、今後、もっと職員周知も

含めて取り組んでいかなければならないというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） ただいま答弁をいただいたわけでありまして、ストレスチェッ

クについて、その結果が、産業医の診断に至るまでが、そういう方がいるのかいないの

かというところまではお聞きしません。 

 それで、人事評価制度につきましても、なかなか限られた、少ない人数で行政を運用

している中では非常に難しいと思います。ただ、いずれは、やはりこれは客観的な人員

登用とかの中で表に出てくるだろうと思っております。 

 ただ、この人事評価制度は、評価の結果よりも、そのプロセスが大事で、当人のスキ

ルアップにつながるような進め方、そうでなければ意味がないわけでありまして、その

ような意識のもとに実施されていると思いますが、当然にそのことはストレスチェック

のほうにもいい結果に反映されてくるものだろうと、そのように考えております。 

 この二つの労務管理上のアイテムでありますが、先ほどもほぼお答えになっておりま

すが、今後どのように具体的に展開していく考えなのか、特に人事評価制度はなかなか

具体的なものにはなっていないだろうと思いますが、今後どのように展開していく考え

なのか、まず伺います。 

 それから、統一的な基準による財務書類の公表についてでありますが、この統一的な

基準による会計処理の手法とされる、いわゆる企業会計を取り入れている自治体、これ

は道内を含めて最近出てきている中でありますが、残る大多数の自治体は、その目的と

する活用には至ってはいないと思います。ただ、上下水道事業を初めとする特別会計に

おいては、早晩、企業会計への移行を求められるようになると思います。現行の町の会

計では、繰越明許費というなじみがたい処理が行われていて、さらには、その繰越明許
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事業に充当する一般財源相当額を当該年度の歳入歳出差額から除いて次年度に繰り越し

ております。その除かれた繰越明許事業に充当した一般財源相当額の執行残がそのまま

その年度の歳入歳出差額に含まれると、そのような、どちらかといえばというか、単年

度の財政状況が把握しずらい処理になっております。 

 そのような視点で見てみますと、ここに担当した当事者がおられるので、甚だ恐縮で

はありますが、歳入歳出決算書と一緒にいただいております決算審査意見書、これは当

町の財政状況を非常に適切な方法で審査されていると思っております。これを作成する

には相当の労力を費やされているのだろうと思っております。 

 言いかえますと、冒頭でも申し上げましたように、統一的な基準の会計処理で行われ

ていれば、このような決算審査意見書をつくるに当たっても、もっと手間が省けると思

います。また、私どもにいたしましても、議案説明書の一部として、４表全てでないに

しても、貸借対照表と資金収支決算書くらいは、このような決算審査の時点で出してい

ただければ、全体の資産の運用状況等も理解できることになりますので、助かるわけで

ありますが、御検討いただけないか、お伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 副島総務課長。 

○総務課長（副島俊樹君） 大変失礼いたしました。先ほどの質問の中で答弁漏れがご

ざいました。 

 自治体情報システムの中で、公会計導入関係の部分の金額は幾らかということでした

が、この関係で自治体情報システム協議会に負担金として支払っている部分は６３万１,

７５３円でございます。システムの保守と導入支援のためのものということでありま

す。 

 それと、統一的な指標でつくられた４表を決算認定までに出せないかということでご

ざいましたが、実際は、なかなか地方自治法に基づく決算書を作成する段階で業務が

ひっ迫するような状況もございまして、あわせて、公会計のほうの事務というふうにな

ると、なかなか手が回りきらない部分も正直なところございまして、決算認定後、統一

的な４表について、年度末までに公表しているというような状況でございます。なるべ

く早くということではやっておりますけれども、なかなか間に合っていないというとこ

ろが正直なところでございます。 

 それと、人事評価とストレスチェックの今後の展開ということなのですが、さらに職

員周知を徹底して、管理職も含めて理解度を深めて有効に活用できるようにということ

で取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 ストレスチェックにつきましては、町の衛生委員会の中でも内容等につきまして検

討、協議なども行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（本田 学君） ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） 今、お答えいただきまして、ストレスチェックと人事評価制度
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につきましては、これ以上の質問はいたしません。 

 それで、統一的な基準による会計処理の関係でありますが、ただいま非常に難しいと

か、そういう言葉が出たのですけれども、たまたま毎年度公表されますこの４表を見さ

せていただいております。内容を見ましたら、それほど時間をかけて、この委託先も、

受託先もやっていないのでないかと。町職員の方であれば、今の状態の決算書が出れ

ば、このようなことはつくれるのでないかなと、私、思ったものですから、今申し上げ

たわけであります。例えば、貸借対照表には預かり金なんて入っていないのですね、公

表されているやつを見たら。だけど、前にも申し上げましたように、例えば３月の非常

勤職員の社会保障料、４月に引き落としになるはずですから、３月３１日でしめたら間

違いなく預かり金が発生するはずなのですけれども、入っていないということであれ

ば、具体的に一つ一つ中まで見てつくっているわけではないのだろうと思っておりま

す。同時に、資金収支計算書に本人からの預かり金を収入で見ること自体も、公会計で

は、町の会計では別に間違いではないのだろうと思いますけれども、企業会計では

ちょっと考えられない仕組みなのであります。そういうことで考えれば、役場の職員の

皆さんであれば、自分でこの辺の表はつくれるのではないかなと思ったものですから、

申し上げたわけであります。 

 終わります。 

○議長（本田 学君） 副島総務課長。 

○総務課長（副島俊樹君） この表、資料をつくる際には、これは委託ではなくて、町

職員が直接そのシステムに入力してつくっているものでありまして、ベースとなる各種

表をつくる際に、リアルタイムでちょっと入力できないというようなこともありまし

て、なかなか時間的に厳しいということでございます。 

 あと、臨時職員の社会保険料につきましては、歳入歳出外で処理をされておりますの

で、一般会計の中には入ってこないというような形でございます。 

 今の社会保険料の関係は、ちょっと私の間違いでした。大変失礼いたしました。 

○議長（本田 学君） ４１ページから４８ページまで、ほかにございませんか。 

 次に、同じく２款総務費１項総務管理費６目町有林野管理費、４７ページ中段から、

１０目諸費、５２ページ中段まで。 

 ７番渡辺議員。 

○７番（渡辺三義君） それでは、４９ページ、１項総務管理費７目企画費、移住交流

対策の恩根内ちょっと暮らし住宅、これについてちょっとお伺いいたします。 

 先ほどの質問に似て、ちょっと小さいお話になりますが、決算書を確認しますと、移

住体験住宅ですか、本地においては３件ほど管理されています。その中でも、恩根内

ちょっと暮らし住宅ですか、令和元年度の利用実績を見ると、昨年は３件の利用、収入

額が８万６,０００円ですか、支出の面で見ると、維持管理、これは修繕費も含まれてい

ると思いますが、約６０万円弱ほどかかっております。多分に、この恩根内については
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自然環境を売りにしていることと思いますが、利用も年に数回、それと、建物も修繕し

ながら、年数もかさんでいることで、使用されていない期間においても、管理等が年々

ふえる傾向にあると思っております。今後は、まちの二棟にスリム化に向けて考えては

どうかなと思っておりますが、その辺のお考えをちょっとお伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 副島総務課長。 

○総務課長（副島俊樹君） ただいま恩根内のちょっと暮らし住宅の関係でございます

が、確かに利用者が昨年は少なかったという形でございます。前年度等とも比べても、

市街地の、特に共栄にあるところとは利用数は差があるわけでございますが、昨年につ

きましては、ちょっと大きな修繕が発生したということで、管理に係る経費が多くなっ

ております。ただ、この施設を整備した際に、北海道の総合交付金を活用しているとい

うこともございまして、平成２４年度に活用しておりますが、１０年間は使わなければ

いけないというような形もございます。あと、陸別にちょっと暮らしで訪れる方につき

ましては、やはり市街地ではなくて、ちょっと郊外を希望する方もいらっしゃるという

こともありますので、今すぐとめるというようなことはちょっと考えてはおりません。

将来的に１０年以降たったときには、また改めて検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○７番（渡辺三義君） 分かりました。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ４７ページの６目の町有林管理費の関係なのですけれども、説

明では、トータル的に２,３０５ヘクタールあるという中で、４,０００万円近くの管理

費を支出しているわけなのですけれども、私が山の形状というのか、地区別がちょっと

分からない面があるのです。というのは、上トマムの奥のほうにある、北稜岳のほうに

ある、そういう町有林が過去に、私が理解している上で、あるというふうに聞いたので

すけれども、そういう山の管理、面積的にどれぐらいなのかもちょっと分かりませんけ

れども、そこの場合の管理はどういうふうな、今回は決算ではなっていないかもしれな

いですけれども、どういう管理をしているのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（本田 学君） 今村産業振興課長。 

○産業振興課長（今村保広君） ただいまの質問についてお答えいたします。 

 今、議員がおっしゃられた、町有林の面積を把握したものが私の手元にあるのです

が、議員が今おっしゃられたのは、多分、ポントマムのほうになるのかと思いますが、

失礼しました、上トマムということなので、１万１,４２１平米ということで町有林はし

ております。面積的には以上でございます。 

 もう一つの質問でございます、管理の方法でございますが、こちらのほうは、通常の

うちの町有林と同じように、計画にのっとりまして、森林組合等と相談しまして、町有

林は順番に管理するという形になっております。 
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 以上でございます。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 今、答弁されました、上トマム地区ということで理解していい

のですね。今、私が言った、多分、王子の山の向こうだという感じで僕は理解している

のですけれども、上トマム地区ということで今答弁されたので、それではそれで１万１,

０００平米かな、それで理解するということでは、私もちょっと分からないのですけれ

ども、いずれにしても、多分、植林地でなく、雑木というか雑木林だと思うのですね。

そういった意味で、それを今後、この形をどういうふうに管理、町有林として運用して

いくのか、その辺もちょっとお答え願いたいと思います。 

○議長（本田 学君） 今村産業振興課長。 

○産業振興課長（今村保広君） 先ほどの質問なのですが、私のほうで上トマムという

言い方にしてしまいましたが、議員の言われているようなところと、もう一度、ちょっ

と今、手元に資料がないのですが、確認して、後ほど御連絡差し上げます。 

 その後の管理につきましてですが、元年度、購入したところが約５万平米あります

が、こういうものと、寄附を受けたものなども、森林組合と協議しまして、それぞれで

きるところから順番にやっていくということでございます。 

 以上でございます。 

○４番（谷 郁司君） 保留になるのかな。 

○議長（本田 学君） 後でよろしいですか。 

○４番（谷 郁司君） 保留したやつ、答えを聞いてからまた。 

○議長（本田 学君） そうしたら、答弁保留ということでよろしいですか。 

○４番（谷 郁司君） はい。 

○議長（本田 学君） ほかに。４７ページ中段から５２ページ中段まで。 

 ２番三輪議員。 

○２番（三輪隼平君） ７目企画費２４節投資及び出資金、４９ページにあります官民

連携組織設立事業についてお聞きしたいと思います。 

 実際に株式会社りくべつが設立されまして、昨今の本当にコロナ禍、まだ続く状況の

中、会社としてのスタートとしては非常に厳しく、大変なものがあるかと思ったのです

が、実際に株式会社りくべつとなって、この間、運営されてきたと思うのですが、株式

会社となった後の運営について、非常に実際に運営が始まってから、よくなったという

か、印象をお聞きできるものがあればお聞かせいただきたいのと、今後、まだ引き続き

コロナ収束のめどが立たない状況ですけれども、株式会社りくべつとして、まちの観光

だったり物産に関わる会社ですので、どのような考えで運営されていくのか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（本田 学君） 暫時休憩します。 

                           休憩 午前１０時４３分 
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                           再開 午前１０時４７分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ２番三輪議員。 

○２番（三輪隼平君） ただいまの質問は取り下げたいと思います。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、同じく２款総務費１項総務管理費１１目交流センター管

理費、５１ページ中段から、１４目企業誘致対策費、５６ページ中段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、同じく２款総務費２項徴税費、５５ページ中段から、６

項監査委員費、６６ページ上段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、３款民生費１項社会福祉費、６５ページ上段から７０

ページ上段まで。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 民生費の関係で、６５ページの民生費１目の社会福祉総務費の

関係で、６５ページに表が出ているわけなのですけれども。失礼しました。ページ数を

間違えました。 

○議長（本田 学君） 今、６５ページから７０ページまでです。 

○４番（谷 郁司君） ６９ページの児童福祉総務費関係の形で、今後の考え方も伺い

たいと思うのですけれども、子育て支援ということで、ここの表では１子から６子まで

出されて、総額的に４６０万円ですか、支出されているわけなのですけれども、私は過

去の子どもの出生を、この事業を取り組んだ中での表を調べてみたら、平成２９年には

１４人ですか、平成２８年から始まったのですけれども、１０人。それから、平成３０

年には２６人、今回、３９人ということで、簡単に言えば、こういう子育て支援をする

ことによって、子どもをなかなか産み育てられない雰囲気の中での一つの取り組みとし

て、こういう子育て支援をしているわけで、今、私言いましたように、効果的にという

のですか、簡単に言えば費用対効果というのか、年々子どもさんが増えているというこ

とについて、私は非常に子育て支援の児童福祉費は効果があったのではないかと思うの

ですよね。そういった意味で、今後どのようになるか分かりませんけれども、やはりこ

ういうことを進めることによって、次の段階にいく、今の逐条審議外かもしれませんけ

れども、子どもさんを多くつくっていただいて、今後育てて、ちゃんと、少なくとも高

校生にいくまでの支援というのは、もちろん医療費も含めて支援しているわけなのです

けれども、今後考えられる、子どもを育てるための支援策として、何か考えていること

があれば、私は陸別にとっては非常にプラスになるのでないかと思うのですけれども、

その辺の対策を考えて、この評価を考えて、次の段階を考えているかどうか、ちょっと
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伺いたいと思います。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） この表の下にもあるのですが、今、子ども・子育て支援計画

の関係、いろいろアンケートもとりまして、これから進めていくところであります。 

 そういった中で、今後、子育ての新たな展開については検討されてくるというふうに

考えておりますが、現段階で具体的にこれをやるというものについては、情報としてこ

ちらでは持ち合わせていないところであります。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ９万９,０００円ですか、令和元年で支出しているわけですけれ

ども、今、副町長の話では計画中だということですけれども、いつごろまでにそういう

ものが告示されるというか、あらわれてくるのですか。 

○議長（本田 学君） 暫時休憩します。 

                           休憩 午前１０時５２分 

                           再開 午前１０時５３分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） 大変失礼しました。 

 第２期の計画策定は終了しまして、総合計画の中に内容もちょっと組み込まれている

のですが、保育所の受け入れ年齢の拡大を今考えているというのが新しい事業でありま

す。それ以外については、今のところまだ考えられているものがないというような状況

であります。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 今、答弁されましたように、今は２歳児だったかな、前からほ

かの議員も言っていましたけれども、もう少し年齢を下げていく、これから子育てする

上で、やっぱりここにあるように、６子まで、この関係ではないと思うけれども、これ

から少子化という時代を克服する上で、親御さんたち、あるいは若い人たちも考えてい

ると思うので、今言ったように、年齢を引き下げて、保育所に受け入れる、そういう体

制もとっていく必要があると思うので、その辺もやっぱり十分実行できるように、私は

切にお願いして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（本田 学君） 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君） 私からもちょっとお答えしたいと思います。 

 子育て支援、こうして議員も評価していただいたように、やっぱりいい結果が出てい

るものもあります。そうなれば、またそれなりの今度はまた対策等をやっぱり考えてい

かなければならないということで、いろいろこちらも考えていますし、私、今思うの
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は、子育て支援はもちろんいろいろなことで続けてはいくのですが、その親に対するも

のというのも何かしらやっぱり考えていかなければなと、同時進行でいろいろ研究して

いきたいと、そのように思っています。 

○議長（本田 学君） ほかに。６５ページ上段から７０ページ上段まで。あります

か。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、同じく３款民生費２項児童福祉費、６９ページ上段か

ら、３項国民年金費、７４ページ上段まで。６９ページから７４ページですけれども。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ７３ページの陸別歯科診療所の関係で出ているのですけれど

も、８２９万円というのは、主な器具というのは、多分、細々したものではないと思う

のですけれども、何を購入したのか、ちょっと。 

○議長（本田 学君） 上段までだから、その次ですね。 

○４番（谷 郁司君） 失礼しました。 

○議長（本田 学君） ６９ページ上段から７４段上段まで、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、４款衛生費全般、７３ページ上段から８０ページ中段ま 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 大変失礼しました。 

 先ほど質問したわけなのですけれども、７３ページの４款衛生費１目の保健衛生総務

費で、その下の表に陸別歯科診療所助成ということで行ったのですけれども、８２９万

円、主なものを買ったのだと思うのですけれども、その辺についての購入、備品の購

入。先回の歯医者さんの置いていった機械があるというふうに聞いていたのですけれど

も、それでもまだ足りない面があったのか、どういう経過で８２９万円の備品を用意し

たのか、その辺についてちょっと伺いたいと思います。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） ただいまの御質問ですが、購入したもの、それぞれが必要で

あれば、現在、ちょっと手元に資料を持っておりませんので、それを用意させてから答

弁させていただきたいと思いますが、大まかなものであれば今お答えしたいと思いま

す。よろしいですか。 

○４番（谷 郁司君） 細々したものはいいですけれども、８２０万円、大枠で、分か

る範囲で。 

○副町長（早坂政志君） それでは、大枠でですが、レントゲンを１台購入しておりま

す。それから、診療台は置いていっていただいておりますので、診療に係る、削る機械

とか、そういう細々した治療用具を購入しております。それから、今度の先生は、訪問

診療を行っております。訪問診療のために、訪問診療用の治療用具を一式ということで
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購入もしております。そのほかには、治療に早急に必要な消耗品等を購入しているとい

うような状況であります。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 今の切で大枠分かったわけなのですけれども、訪問診療するた

めの移動用の器具というのは、実際上、簡単に言えば持ち運びができるのかな。それと

も、それなりに機械を、例えばしらかば苑とかみどりの園とか、そういう福祉施設に行

くと思うのですけれども、そういう移動の場合で、今の車というか、先生の自分の車な

のか、その辺、分かりませんけれども、移動手段としてどういう準備をしているのか、

その辺、ちょっと伺いたいと思いますけれども。 

○議長（本田 学君） 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君） 移動用の診療台セットというのがありまして、乗用でいえばト

ランクに積めるようなものです。それで、北勝光生会さんでも積極的に診療を受け入れ

ていただいていますので、有効に使っています。車は、今の歯医者の先生の自家用車な

のですが、ワンボックスではないのですけれども、トランクルームはないやつで、後ろ

の扉があくやつで、十分積めて、２人ぐらい乗車して行っていると。とても使いやすい

ということでお話は伺っております。 

○４番（谷 郁司君） 分かりました。 

○議長（本田 学君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） １１時１５分まで休憩します。 

                           休憩 午前１１時００分 

                           再開 午前１１時１３分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほどの答弁保留がありましたので、今村産業振興課長のほうからよろしくお願いし

ます。 

 今村産業振興課長。 

○産業振興課長（今村保広君） それでは、先ほどの山林の面積等について御説明いた

します。 

 まず、議員が説明された場所につきましては、上利別地区の公団林というもので、約

５０７ヘクタールございます。こちらは分収契約ということで、陸別町は土地を貸して

おります。王子木材緑化が造林者ということで、実際の管理は、現在は国立研究開発法

人森林研究整備機構というところが管理しております。三者による分収契約ということ

で、間伐の時期が来たものにつきましては間伐して、収益を分けるという形になってお

ります。 

 以上でございます。 
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○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ただいまのお話を聞くと、結局、管理を委託しているような感

じということですよね。そういうふうになれば、今後、雑木関係かなと思う面もあるけ

れども、実際上、やっぱり伐期が来たら、切る段階に入ってきたときに、そういう管理

機構にお任せしていった方向で、今後それをどういうふうに考えていくのかのスタンス

をちょっとお聞き願いたいと思いますけれども。 

○議長（本田 学君） 今村産業振興課長。 

○産業振興課長（今村保広君） ただいまの御質問でございますが、現在、間伐の時期

になりまして、間伐が始まっております。ここの樹種はカラマツとアカエゾマツという

ことになっておりますが、主伐といいましょうか、それはまだこれからということにな

りますので、森林研究整備機構が計画をつくりまして、そこからということになりま

す。現在は間伐のみということになっておりますので、その後、協議という形になるか

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（本田 学君） それでは、先ほどの４款衛生費全般、７３ページ上段から８０

ページ中段まで、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、５款労働費全般、７９ページ中段から８２ページ中段ま

で。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、６款農林水産業費１項農業費、８１ページ中段から９０

ページ中段まで。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、同じく６款農林水産業費２項林業費、８９ページ中段か

ら９２ページまで。 

 ６番多胡議員。 

○６番（多胡裕司君） それでは、９１ページの２目狩猟費についてお尋ねをいたしま

す。 

 有害鳥獣駆除事業ということで３５０万円ほどのお金が出ているわけなのですけれど

も、有害鳥獣捕獲実施隊員８名、延べ人数４３人ということなのですけれども、これ以

外に、私がちょっと教えていただきたいのは、道ですとか、いろいろな形で、シカを１

頭駆除したら道から幾らのお金が出て、ハンターの皆さんの手元にいっているのか。 

 それと、もう１点は、たまたま今年度、私のところでクマの被害が多発しておりまし

て、先般、１頭駆除していただいたわけなのですけれども、例えば今、テレビを賑わせ

ているように、クマを駆除した、しかしながら銃口がまちに向いていた、それで裁判沙

汰になったとかという事例も多々聞いていると同時に、また、今、クマが非常に町内に
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出てきている、町内というか、北海道全道で、今、クマの被害が騒がれている中で、ク

マを見つけた、クマをハンターがどういう形で駆除をするのか、本当にそこら辺が不安

視されていて、たまたま今年度の話なのですけれども、私のところで、親グマと子グマ

２頭がいた。親グマが檻に入った。子グマもいました。子グマ２頭が木に登って上がり

ました。それをハンターが打ち落とすことができなかった。そこには何のしがらみが

あって、警察が私のいるところへ来て、銃口の矛先は美濃島農場、佐藤農場、多胡農場

に向かないような形で、今回、駆除しますので、銃声の音が聞こえると思いますけれど

も、心配しないでくださいという説明だったのですけれども、その子グマ２頭が仮にハ

ンターのほうに向かってきたと、そういうとき、ハンターはみずからそれをとめられな

いのかと、そこにちょっと私は疑問符があったのと同時に、やはりクマを倒した、そし

て裁判で訴えられて裁判沙汰になっている。例えば帯広の市街地にいたクマは、木に

登った、住宅のほうに銃口が向かない。ではどうする。学校の２回から木に登っている

クマを駆除した。その際も、やはりそういう事例があったので、ハンターの方はテープ

を持って、警察官が撃っていいですよ、駆除してください、それを確認して、前回のこ

とがないようにして駆除をしたということがあったわけなのですけれども、どういう形

でクマを一体駆除できるのか、そこら辺をちょっと詳しく説明してください。 

○議長（本田 学君） 今村産業振興課長。 

○産業振興課長（今村保広君） まず、シカの奨励金についてでございますが、まず、

シカでちょっと例をとりますが、町の条例では４,５００円という金額になりますが、そ

のほかに、これは時期によりますが、いただけるもので、国の補助金というものがあり

ます。こちらが１頭７,０００円となります。そのほかに、陸別の農協から、これは猟友

会を通じて本人たちに渡りますが、約１,０００円。合わせまして１万２,５００円、こ

れがシカの分となります。 

 あわせて、クマについても御説明いたしますが、町の条例は３万円でございますが、

国の補助金８,０００円、クマにつきましては、中山間のほうの集落から、これは時期に

よりますが、２万円と。合計、クマは５万８,０００円となります。 

 議員おっしゃられました、もう一つの発砲基準につきましては、調べまして、後ほど

回答させていただきます。 

 以上でございます。 

○６番（多胡裕司君） 分かりました。 

○議長（本田 学君） ほかに。８９ページ中段から９２ページまで、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、７款商工費全般、９３ページから９６ページ中段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、８款土木費全判、９５ページ中段から１０４ページ上段

まで。 
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 ７番渡辺議員。 

○７番（渡辺三義君） ここについては２件ありまして、まず一つ目は、９７ページと

１０１ページについてお伺いいたします。 

 まず最初に、９７ページ、８款土木費２項道路りょう梁費３目橋りょう維持費につい

てお伺いいたします。 

 関連になりますが、令和元年度、業務修繕工事については５件ほど消化されました。

また、今年度については、工事業務を含めて４件ほど発注されております。橋梁関係に

ついては、当然、陸別町長寿命化修繕計画によって進められていると思いますが、この

長寿命化修繕計画については、何年ぐらいで計画されているのか。 

 次、例えば橋梁に関しては、ほとんど補助金、助成金のあれで、国とか道への補助金

の申請の取り組み、これについてはどのように進められているのか。 

 それと、もう１点、この長寿命化修繕計画において、本町においては、あと何橋ぐら

い計画されているのか、この辺についてお伺いいたします。 

 それと、次、今の９７ページについては３点。 

 次、１０１ページについて。４項住宅費１目住宅管理費、維持管理費についてお伺い

いたします。 

 最近では、人口減少に伴い、住宅環境も本当に変わってまいりました。本町において

は、民間住宅の建設により、住宅困窮者、これはもう解消されたような形で、いい形で

私は動いているなという中で、同時に、公営住宅の建設の建て替えも進められておりま

す。今は新町２区を中心に公営住宅の建て替え整備が行われて、今年は児童館の解体も

終わりまして、本当に景観も変わって、私、あそこを通るたびに、陸別のニュータウン

になるのではなかろうかと思うぐらいになってまいりました。 

 そこで、新町２区における住宅の建て替え計画、これについての現時点での進捗状況

と、この新町２区においての住宅の建設の完了というのはあと何年ぐらいかかるのか。 

 １０１ページについてはこの２点。 

 以上、５点についてお伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） それでは、今、御質問のありました、まず橋梁に関する質

問３点についてお答えしていきたいと思います。 

 ちょっと順番があれしますけれども、まず、計画策定年について、どのぐらいのペー

スで今策定されているかといいますと、まず、最初の策定が平成２５年、２０１３年に

最初の、遠方による橋梁の点検結果をもとにしまして、平成２５年に策定をしておりま

す。その後、点検の基準が変わりまして、方法が変わりまして、今度は近くで、近接で

の点検をしなさいということで、点検を行いまして、直近で令和元年度、実質、令和元

年度の末、２月末に２回目の修正した長寿命化計画策定を行っております。 

 また、それに伴います、今、何橋計画がされているのかという、その計画の中身なの
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ですけれども、今現在、現段階としましては、この令和元年度に策定しました橋梁の長

寿命化計画に基づいて、継承されながらも実施してきておりまして、この計画の中で

載っております橋につきましては、今後、２年度以降、１０橋の橋について修繕を行お

うという計画で計画をしております。 

 続きまして、道の補助金のことにつきましてですが、基本、今、補助事業でこの修繕

計画を行っております。少しでも事業費財源にということで、申請をしながら行ってお

ります。毎年、次年度の予算要望時、ちょうど今ぐらいの時期から行われてくるのです

けれども、それに要望するに当たっては、この修繕計画に載ったものでないと駄目だよ

ということも言われてきてはおります。そういったことで、この策定計画をもとにしま

して、道を通じまして国への補助金のほうの要望をいたしまして、内示をいただいた中

で、翌年度、実施しているというのが今の橋梁の修繕事業の内容であります。 

 続きまして、新町の団地につきましてですが、現在、新町団地につきまして、建て替

え事業を行っております。これも住宅の計画の中で実施してきておるわけなのですが、

平成３０年度に見直しを行いながら、最終的に現段階での計画内容ですが、完了年なの

ですけれども、令和６年までに完成させていきたいという内容になっております。 

 計画の内容なのですけれども、全体としましては、公営住宅３６戸、特公賃が１６戸

の合わせて５２戸を計画としております。現在のところ、令和元年度末までといたしま

すと、公営住宅が２８戸、特公賃が１２戸、建て替え済みということで、合わせて４０

戸が完成してきております。５２戸の計画に対して４０戸ということで、進捗率としま

しては約７７％ほどというふうになっております。 

 以上です。 

○７番（渡辺三義君） 分かりました。 

○議長（本田 学君） ほかに。よろしいですか。９５ページ中段から１０４ページ上

段まで、よろしいですか。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） １０１ページ、いいのですよね。 

○議長（本田 学君） はい。 

○４番（谷 郁司君） １０１ページの１目住宅管理費の関係で、表があるのですけれ

ども、これを見ますと、３１年の決算で、空き家が６０戸、そのうち政策空き家が４１

というのですけれども、平成３０年の決算を見てみますと、空き家が４５、政策的空き

家が２９というふうに資料で見たのですけれども、いわゆる１５戸が、今回、こうやっ

て空き家になるという、その辺の理由がどうなのかなと。こういう１５戸も増えていく

中で、政策空き家が４１ですから、一昨年から見ると１６戸増えると、そういったそう

いう関連的に、私も一般質問でしていて、今後、公住を減らしていくという考え方を示

している中で、こういうふうに決算的に出てくるということは、今後、どこまでいわゆ

る公住を、古いのを壊して新しいのもつくるけれども、こういうふうな、簡単に言えば
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空き家が１５戸も毎年増えるという、そういう感覚はどこで押さえられるのか、とめる

ことができるのか、その辺の見通しについて伺いたいと思います。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 今の御質問でありますが、現在、公営住宅の建て替え計画

含めまして、そういった計画につきましては、計画を平成３０年度に策定した計画内容

で進めております。計画期間としましては１０年という形でうたっておりますが、中間

年の５年に見直しをしながら、また改めて策定しましょうということになっておりま

す。ですので、今、平成３０年度に策定しておりますので、次の策定が令和５年となり

ますので、直近の令和４年とかぐらいに策定の準備にかかるような形になると思います

ので、その時点で、また今の現計画をベースにしながら、そのときの状況等を勘案し

て、戸数の管理のほうをしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○４番（谷 郁司君） いいです。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、９款消防費全般、１０３ページ上段から１０６ページ上

段まで。 

 ７番渡辺議員。 

○７番（渡辺三義君） それでは、１０３ページの９款消防費１項消防費１目消防費に

ついて、関連でお伺いいたします。 

 最近では、まちの中で緊急車両のサイレンですか、本当に頻繁によく聞くようになり

ました。私の町内会においても、去年、今年においても、近くで音を聞くような状況に

あります。本当に緊急車両の担当の皆さんには大変この場を借りて御苦労さまですと申

し上げたいと思います。 

 それでは、お伺いいたしますけれども、令和元年度における緊急車両の出動はどのぐ

らいあったのか。 

 それとまた、平成２８年より広域連携になりまして、出動範囲も大変広くなり、陸別

町外に出動されることも多くなったことと思いますが、去年の令和元年度の救急車の出

動と、また、令和元年度においての町外に出た回数というのはどのぐらいあったのか、

その辺、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 高橋総務課参事。 

○総務課長参事（高橋直人君） ただいまの質問でありますが、まず、令和元年度の緊

急出動件数、これにありましては１２９件の出動ということになります。 

 それと、陸別町以外の出動件数ということになりますけれども、広域化後、直近諸所

ということで、行政区は足寄町になりますけれども、陸別町から約１６キロ、足寄側の

上湧別手前の第４利別橋、トブシの滝があるところですけれども、そこまでが陸別消防
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署の出動範囲ということで、昨年は９件の出動がありました。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ７番渡辺議員。 

○７番（渡辺三義君） 今、お話聞くと、結構思ったよりも多いですね。 

 それと、広域になって、平成２８年からですか、３年ほどたっておりますが、この作

業範囲が広くなったことで、作業に支障するようなことは出ていないのかどうか。 

 それと、また、最近では新型コロナウイルス感染症により、日々、消防・緊急車両の

担当におかれましては神経をとがめていると思われますが、今さらになりますけれど

も、コロナ感染症によっての対応というのは万全にできているのかどうか、その辺、

ちょっと確認させていただきます。 

○議長（本田 学君） 高橋総務課参事。 

○総務課長参事（高橋直人君） まず、広域になってからの仕事への影響というか、そ

の部分でありますけれども、平成２８年に広域になりまして、丸４年がたったわけです

けれども、業務に関しては特に支障はなく進んできております。 

 それと、最近、コロナの関係ですけれども、救急出動の対応ということになりますけ

れども、救急隊が出動するときに、局、司令室のほうから救急出動指令が入りまして、

事故概要であったり、今回の、例えば傷病者情報、コロナウイルスの感染疑いがあるか

どうか、この辺を出動命令がかかるときに報告されます。その時点で、消防の対応とし

ましては、普段から感染防止、上下着て対応しているわけですけれども、コロナウイル

スの感染が疑われると、そういった場合には、それ以上に感染防止に、例えばガムテー

プを貼って、もっと万全を期すというか、そんなような感じで対応をしております。 

 以上です。 

○７番（渡辺三義君） 分かりました。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 消防費の関係でちょっとお聞きしたいのですけれども、これを

説明する段階で、消防団員が今現在４８人、今までの間で入団１名、退団４人なのです

けれども、条例集を見てみますと、５６人というのが定数になっているわけですね、消

防。だから８人が足りないというか欠員というか、そういう形で、今後、このことにつ

いてどういうふうに補充というか、結局、消防は団体的な行動を起こすというのです

か、組み作業なので、１人ではできないと。それからいくと、５６人でこなせるという

ふうに条例で決まっていると思うのですけれども、その辺の８人の欠員を今後どういう

ふうに補充するのか。私的には、いつだったか質問したのですけれども、今の時代はス

ポーツにしても何にしても女性の活躍というのがすごく強いので、女性の団員をふやす

というか、認めていったらということを言ったのですけれども、今後の課題というふう

に、僕は町長から答えを得ていたのですけれども、その辺とあわせて、今の団員補充を

考えた上での答弁を伺いたいと思うのですけれども。 
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○議長（本田 学君） 高橋総務課参事。 

○総務課長参事（高橋直人君） 団員の補充に関しましては、以前にもお話ししたかと

思いますけれども、いつでも入りたい人がいれば、団のほうとしては受け入れする予定

であります。ただ、何せ入りたいという人が今のところいないというような状況であり

まして、とりあえず昨年度末で定数５６人のところ４８人ということでしたけれども、

年度に入りましてから１名入りまして、今のところ４９人ということでなっておりま

す。一応団員の補充に関しましては、あくまでも団のほうで人員を確保という形になり

ますので、もしそういう方がいれば、団員のほうで探してくるとか、そういうような形

で、団のほうで動いて募集をしております。 

 それと、女性団員ということになりますけれども、これも同じように、入りたい人が

いれば、多分、団のほうで検討すると思われます。今のところ女性の入団希望者はない

というような状況であります。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 幸か不幸かという言い方をしたらあれですけれども、春先の山

火事、ああいう形で、あの程度で終わったということは、本当に団員の力、あるいは消

防のそういう仕組みがうまくいったのかなと。もちろんヘリコプターを利用しながらと

いうことですけれども、やはり団員がきちっとそろっていないと、ああいう山火事みた

いなものを食いとめる上では、やっぱり人海戦術が主だと思うので、きちっとやっぱり

団員を確保していないと大惨事になる。あの春先の中で、本当に幸運だったと思うので

す、あれ以上延焼しないで終わった。 

 そういった意味も考えると、災害というか山火事、全てですけれども、いつ何時、ど

のように起きるか分からないという自体の中で、少なくとも条例を遵守して人数を確保

しているという、今、説明の中では、消防団のほうに丸投げみたいな言い方にとったの

ですけれども、それでは駄目だと私は思うのです。やっぱり消防のほうもきちっとし

て、条例を見ますと、男性に限るとは書いていませんので、やっぱり女性にも希望者が

いれば受け入れたいという今の説明でしたので、その辺は、女性１人だけ入ってくる

と、でもこのごろ、本当に女性パワーというのですか、そういうものがすごく強いの

で、やっぱり女性は女性なりの任務遂行はあると思うのですよね。だから、少なくとも

体力的に足りないとなれば、広域消防ですので、隣の力でもそういう団員を選んで来て

もらってやるという消防体制は整っておりますので、私は女性団員が増えることを何ら

戦力減にならない、減らないと思うので、その辺を今後、消防の中で話し合って、十勝

広域の中でも話し合って、十分取り組んでいってほしいと思うのですけれども、その辺

についてはどうですか。 

○議長（本田 学君） 高橋総務課参事。 

○総務課長参事（高橋直人君） 今後、私たちも署のほうとして別に丸投げしているわ
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けではないのですけれども、団員のほうは、あくまでも入りたいという希望者を募ると

いう形が最初だと思いますので、その辺で、団のほうでも、もちろん私たちのほうでも

全く無視しているわけではなくて、いろいろと広報等使いまして、入団に関しては募集

をかけているような状況だよということで、町民のほうには周知しているつもりであり

ます。 

 また、女性のほうも、やはり近くで言えば、足寄も本別も女性団員はおります。たま

たま陸別にはいないというような状況でありますけれども、もし入りたいというような

方がおられましたら、対応したいと思いますので、今後の検討課題としたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、１０款教育費１項教育総務費、１０５ページ上段から、

３項中学校費、１１４ページ下段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、同じく１０款教育費４項社会教育費、１１３ページ下段

から、５項保健体育費、１２０ページ下段まで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、１１款災害復旧費全般、１１９ページ下段から、１３款

予備費全般、１２４ページまで。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） ここで一応歳出の質疑が、この後、全般があるのですが、先ほ

どの答弁保留が多胡議員からの質疑の中にありまして、全般にいく前に、ここで解決し

たいと思います。これからいろいろ関連があったりだとかというところにいくので、最

後に持っていくというのがちょっと不自然かなと思っているのですけれども、多胡委

員、先ほどの答弁もらったほうがいいですよね。 

 それで、多分、休憩を挟まないとできませんよね。先ほどの、調べるということです

よね。 

 ここで休憩に入りたいと思いますが、皆さんよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） それでは、午後１時まで休憩します。 

                           休憩 午前１１時４７分 

                           再開 午後 １時００分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど多胡議員の質疑の中で答弁保留がありましたので、今村産業振興課長からお願

いします。 
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 今村産業振興課長。 

○産業振興課長（今村保広君） 先ほどの質問についてですが、８月２７日に、実はト

ラリ地区であった話というふうに認識しております。これは、農業被害があったという

ことで、檻を仕掛けておりまして、その檻を８月２７日に仕掛けたハンターが見回った

ときに、母グマが入っていたと。そのときに、子グマが２頭、それは檻の外にいて、木

に慌てて登ったと。その段階で、実はハンターのほうの判断で、通常のとめさしという

のでしょうか処分は、檻の中の母グマは問題ないのですが、子グマについて、ちょっと

矢先、銃口がちょっと上に向くということで、不安を感じまして、ハンターが産業振興

課の職員に相談を持ちかけました。産業振興課の職員も現地に行きましたが、実は判断

が非常に難しいところで、陸別の駐在所に要請をかけました。判断は、ここは地元との

協議で、難しい判断は地元の警察が判断してくれると、陸別ではそのように協議はして

おりましたので、判断をしていただこうということで要請しましたが、結果的には子グ

マ２頭はそのまま不明という形になりました。 

 議員が御質問にありましたとおり、緊急のときはどのように扱うかということでござ

いますが、有害鳥獣ということで、ハンターさんがクマなりを判断しましたら、ハン

ターさんの確認のもと、自分の判断で安全を確認して撃つことはできます。ただし、木

の上など、高いところに登った場合などについては、ハンターさん自身も、その辺は確

認に、町の職員や警察などの立会を求めるという判断になるかと思いますが、緊急時

は、基本的にはハンターさん自身の判断で駆除できるというふうになります。 

 以上でございます。 

○議長（本田 学君） いいですか。 

○６番（多胡裕司君） いいです。 

○議長（本田 学君） 次に、歳出全般について行います。歳出全般、よろしいです

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、歳入歳出全般について行います。ただし、歳入歳出の質

疑を終えておりますので、相互に関連のあるものに限定します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書についての質疑を行います。１２

５ページ。１２５ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、財産に関する調書についての質疑を行います。１２６

ページから１３７ページまで。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 町有林のことばかり質問するようになるので、申し訳ないので

すけれども、いろいろ町有林の、実際上、２万３,０００平米なのですけれども、この実
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質調書を見ていると、１２７ページ、あるいは１２８ページ、それから、１２９ページ

の数字上で、分からないというか、何か符合しないのがあるのです。例えば、学校林

が、１２８ページによると８,１１２平米ですか。それが実際上なのかどうか分かりませ

んけれども、学校林というくくりでいくと５１０平米か、という数字が出てくるのです

けれども、それはちょっと意味が分からないのと、それから、実際上、よく分からない

数字がある、符合しない面があるのですけれども、きちっと資料的に見合わせて整合す

るような資料というのはあったほうが、監査委員に見てもらう場合にいいのではないか

なと思っております。具体的なものについては、細かい数字が多少違いもあるけれど

も、全体的に、全部が全部合っているわけでないということで、その辺の今後の山林に

対する、先ほど午前中にも質問しましたけれども、ああいうようなもの、林班というの

ですか、所在地、地区別というのか、そういうものも明らかにしていってほしいなと思

いますので、その辺のお答えを、今後するならするで、してほしいと思います。 

 それから、１３０ページの出資金による権利の関係で、備荒資金、いろいろ高度な見

方をする議員さんがいて、このことについて私も関心を持って見ているわけなのですけ

れども、超過分というのは一体何なのかなと。今回の決算の中でも６０２万円ですか、

あるということなのですけれども、この超過分というのは一体何なのかなということ

で、備荒資金の、その説明をひとつお願いいたします。 

○議長（本田 学君） 暫時休憩します。 

                           休憩 午後 １時０７分 

                           再開 午後 １時０９分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） まず、山林の資料の関係ですけれども、一定程度の区分けし

た資料というのは、監査委員の意見書を作成する資料としては、区分に分けてお渡しし

ているところですが、それ以外に、どの辺の区分をしたものが分かりやすいものなの

か、恐らく地番を書いたものだと余計分かりにくいのかなというのもあるのですけれど

も、そういったものについてはちょっと研究をさせていただきたいと思います。今、こ

れができるとかということはちょっとはっきりお答えできないかなと思っておりますの

で、御了解いただきたいと思います。 

 それから、備荒資金の貯蓄の関係で、超過納付については、普通納付で今、３億円積

んでおりますが、これを補間するために、市町村の判断で任意に積んでいけるというこ

とになっておりまして、うちの場合は３億円を超えて、超えていった部分については、

今のところ超過分としてそれを積み立てて、災害等があった場合には随時使えるように

していきたいと、そのように考えております。あと、車両の購入ですとか、ほかにも使

用用途は備荒資金組合のほうで規定されておりますので、そういったものに準じて使う

ことができるものとなっております。ただ、現在、財調等の基金を使ったりして、たま
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たまこの備荒資金組合の積み立ての利率が比較的高いものですから、今のところはこれ

らを利用して、こちらに多く積んでいっているというような状況になっております。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 金利的に幾らなのかちょっと聞けなかったのですけれども、備

荒資金の流れは、私も議員に２０年ぶりで来たときからずっと、４年前ですね、去年、

改めて町議選が行われたのですけれども、そのときの経過を、ちょっと４年前にさかの

ぼってみますと、備荒資金は平成２８年のときには１億２,３００万円だったのですね。

そして、今回、決算、３１年ですから、一昨年、平成３０年のときに、備荒資金が普通

でいく中で積み増しをしているのですよね、１億７,４００万円。それで１億２,５００

万円が３億円になった、いきなり平成３０年のときに積み増ししているのは、超過分

は、もちろんその分を積んでいるから減っているのですけれども、その操作が何の理由

があったのかということは、過去のことですからどうのこうのとなりませんけれども、

この備荒資金について、今、副町長が説明したように、いろいろな面で、それから、義

務的な積み立てをしておかなければならない３億円なのかどうかということも含めた話

をしてもらいたいと思うのですけれども、今後、その３億円なら３億円、あとの今現在

約１３億円ぐらいあるのかな、９億だね。９億円は今後どのように使われるかというこ

とで、先ほどの質問に戻るけれども、金利が有利だというのは、全般的に普通と超過分

と合わせたものが備荒ということで金利が全体的なのか、それとも区分けしたら金利も

違うのか、その辺についてもう一度説明願いたいと思います。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） ３億円にした経過については、以前のことですので、ちょっ

とはっきりは覚えていないのですけれども、平成二十六、七年ごろに、備荒資金組合の

普通納付金の上限が３億円に変わっておりまして、こう言っては何ですけれども、基金

と同じような感覚で、まず備荒資金のほうに３億円、上限まで積みましょうと。それか

ら、いろいろなところでまた使えるようにということで、超過納付金をそのまま積み立

てていこうということにしております。普通納付金の料率については１.０％、超過分に

ついては０.３％ですが、配分がありまして、配分率が、普通納付金が０.３３％、超過

納付金が０.６１％ということで、配分金と利率と合わせながら、どんなものが有利かと

いうことで、今、備荒資金のほうを積み立てているというような状況であります。過去

の他の議員からの御質問でも、備荒資金の有効利用も考えたらどうかということでは御

指摘を受けておりますので、必要なときには備荒資金を充当するということも考えてい

くということで、その点についてもさきの議会でお答えしているところであります。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 非常に触れ難い面もありますよね、いずれにしても。どっちに
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しても、積んでいたからといって、なくなるわけではないから、あくまで町の財政とし

て。だから、やはり僕に言わせれば、前からも言っていますように、基金の問題でも、

やっぱり眠り資金にならないように、有効に、活用できるときには使うと。さきの議会

のときもほかの議員、久保議員だと思いますけれども、言っている。やっぱり有効に、

ここを一番していないと、お金だけ持っていて、最終的に一番使い勝手のいいときに逃

がしてしまうと、やっぱりタイミングがありますので、その辺をやっぱり十分見きわめ

て、ただ単に基金も増やしたり、あるいは備荒資金も持ってという形で、いざというと

きには使える、やっぱりそういう姿勢というのをきちっと見きわめるというか、考えを

持っていたほうがいいと思うので、その辺は十分考慮しながら、なければないで大変で

すけれども、あればあったで、無駄遣いしないようにということですけれども、やっぱ

りころあいを見た、一番肝心なときには使える姿勢というのはひとつあったほうがいい

と思うので、その辺についての考えを伺いたいのですが。 

○議長（本田 学君） 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君） この件に関しましては、過去にも谷議員とは何回もお話しして

いるのですが、おっしゃるとおりで、本来、備考資金、何か災害等があったときにでも

すぐ使えるというようなことですが、先ほど説明したとおり、いろいろ条件がよくて、

積み増ししているというような状態であります。議員おっしゃるように、ためるばかり

が脳じゃないよと。使うときはしっかり使いなさいということで、以前にもお答えさせ

ていただいたのですが、しっかりといろいろなタイミングを見はからって、有効活用す

るときは有効活用したいと、そのように思っているところで、それは今も気持ちは変

わっておりません。 

○議長（本田 学君） ほかに、１２６ページから１３７ページまで、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６１号令和元年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６１号は、認定することに決定しました。 

 次に、議案第６２号令和元年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認
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定についての質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 

 事項別明細書は、１５０ページから１６９ページまでを参照してください。ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書、１７０ページについての質疑を

行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６２号令和元年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決

算認定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６２号は、認定することに決定しました。 

 次に、議案第６３号令和元年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳

出決算認定についての質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 

 事項別明細書は、１７９ページから１９２ページまでを参照してください。ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書、１９３ページについての質疑を

行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６３号令和元年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳

入歳出決算認定についてを採決します。 
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 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６３号は、認定することに決定しました。 

 次に、議案第６４号令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 

 事項別明細書は、２０５ページから２１４ページまでを参照してください。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、２１２ページ、歳出の２款施設費１項施設管理費１

目施設維持費１３節の委託料、支出済額１,９４４万５,１６９円についてであります。 

 この中の、昨年６月の議会定例会における予算編成において、トマム地区の有収率、

これが平成２９年度の７１.５３％に比べて平成３０年度が５９.８６％まで低下してい

たということで、漏水調査を行うとの説明がありました。その結果、第１号幹線配水管

路に漏水箇所が見つかって、早急な修繕のために、８月１９日に専決処分が行われて、

管路等の修繕が行われたわけでありますが、その後の有収率はどのように改善されたの

か、お伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 今、議員から御質問のありましたトマム地区配水の有収率

につきましてですが、昨年８月に発生が確認されました漏水復旧調査後、有収率のほう

の動きですが、最終的に昨年度末、３月の段階で７６.３１％まで回復しております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） 有収率は給水人口の規模によっても影響を受けると思います。

水道事業はもっと高いのですが、簡易水道事業は大体このぐらいが妥当なのだろうと

思っております。 

 あと、配水管の状況についてですが、今回、たまたま有収率が下がったということ

で、見つけたという格好でありますが、今後ですが、一定期間ごとに漏水調査を行うの

か、そうでなくてあくまでも今回のように有収率等で何かの変調があった場合、その箇

所を調査して、その結果に基づいて対応をとっていくのか、お伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 今後の漏水対策についてでありますが、さきのトマム地区

などにおきましても、なかなか有収率だけでも管理するのは難しいということもありま

して、各施設の各分岐になる箇所につきまして、メーターをつけて、メーターで直視し

ながら、今後、管理して、使用されている量と、その辺の差異がないかどうか確認しな
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がら漏水対策はしていきたいということで、対策を今講じているところであります。 

 また、今年度、同じく漏水調査を予算計上させていただいておりまして、これにつき

ましては、今、市街地のほうで調査を行いたいなというふうなことで準備しておりま

す。今後、調査していくような準備をしております。市街地につきましては、郊外地と

違いまして、網の目状に張りめぐらされているものですから、調査等につきましても時

間はちょっと要するのかなということで、今後、継続して調査のほうを行いながら、漏

水対策、また、それによっての有収率の向上に努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） これに関連して、以前にも配水管の更新に関する質疑があった

ように記憶しておりますが、その際に、配水管の耐用年数、これは４０年と法定でされ

ているということで、ただ、町内には、配水管の一部に経過年数の不明なものがあると

伺ったように記憶しております。これは当町に限ったことではありませんが、簡易水道

事業の場合、先ほども申し上げましたが、配水管１００メートル当たりの給水人口が極

端に少ない中であります。その中で費用を捻出して計画的に更新していくことは大変難

しいと思いますが、既に耐用年数の超えた配水管が町内にはどの程度、大雑把な数字と

か割合で結構ですが、どの程度存在するのか、お伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 今、御質問のありました簡易水道の配水管の関係なのであ

りますが、昨年度中までに水道台帳の整備のほうを行いまして、過去からの資料等含め

まして、かなり調査、調べたりした結果、今現段階、簡易水道事業における配水管路の

延長としましては約８２キロほどということで分かっておりますが、このうち耐用年数

の過ぎております、耐用年数、一般的には水道管におきましては４０年と言われており

ます。その延長ですが、７キロほどがこの耐用年数を超えているということは明確に分

かっております。 

 ただ、先ほど議員のお話の中にもありました、建設年次の不明な管というのもありま

して、これが１０キロほど存在しております。これについては、耐用年数が超えている

のか超えていないのかということは、ちょっと明確にはお答えすることができません。

仮に超えていたとして、約１８キロほどが耐用年数を超えているかもしれないというよ

うな延長になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書、２１５ページについての質疑を

行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６４号令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６４号は、認定することに決定しました。 

 次に、議案第６５号令和元年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 

 事項別明細書は、２２５ページから２３４ページまでを参照してください。ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書、２３５ページについての質疑を

行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６５号令和元年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６５号は、認定することに決定しました。 

 次に、議案第６６号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定に

ついての質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 
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 事項別明細書は、２４６ページから２６５ページまでを参照してください。ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書、２６６ページについての質疑を

行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６６号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６６号は、認定することに決定しました。 

 次に、議案第６７号令和元年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 

 事項別明細書は、２７３ページから２８０ページまでを参照してください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、実質収支に関する調書、２８１ページについての質疑を

行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第６７号令和元年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６７号は、認定することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ９ 議案第６８号令和２年度陸別町一般会計補正予算 

（第４号） 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第９ 議案第６８号令和２年度陸別町一般会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第６８号令和２年度陸別町一般会計補正予算（第

４号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６０万１,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億１,１９１万円とするものでありま

す。 

 内容につきましては副町長から御説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、議案第６８号の説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 議案書１ページをお開きください。 

 議案第６８号令和２年度陸別町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 これより事項別明細書の歳出から説明したいと思いますので、議案書の７ページをお

開きください。 

 ７ページ。２、歳出であります。 

 ８款土木費２項道路橋りょう費３目橋りょう維持費は、１２節の委託料で１６０万１,

０００円の補正であります。 

 まず、議案説明書、資料ナンバー１をごらんください。 

 橋梁維持補修事業としまして、二つの図面を掲載しております。上段の町道勲祢別川

上線の紅葉橋につきましては、当初予算で調査設計業務委託料を計上しておりました

が、今年度の補助事業の対象から外れまして、今年度の実施事業を見送ることといたし

ました。 
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 これにかわりまして、道との協議により、調査で改修の優先度が高くなりました、下

の図面にあります町道緑町線の緑橋を新たに今年度の補助対象事業として計上しようと

するものであります。この補助対象事業につきましては、既に道と協議をしておりま

す。 

 それでは、予算書の７ページにお戻りください。 

 委託料の測量試験費につきましては、紅葉橋の調査設計業務１,２１０万円を減額しま

して、緑橋の調査設計業務１,４２０万１,０００円の新規計上、これによりまして、差

し引き２１０万１,０００円の計上であります。 

 また、当初予算で形状しておりましたが、今年度中の執行が見込まれない積算資料作

成委託料５０万円も、今回減額をしまして、合わせて合計１６０万１,０００円の減額の

補正となっております。 

 以上で歳出の説明を終わりまして、次に歳入の説明をさせていただきます。 

 ６ページをお開きください。 

 ６ページの歳入であります。 

 ９款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税１節地方交付税であります。今回、普

通地方交付税は１０３万３,０００円の減額の補正であります。地方交付税の補正後の内

訳につきましては、普通地方交付税が１８億８,５８５万円、特別地方交付税は当初と変

わらず１億８,０００万円でありまして、合計が２０億６,５８５万円となります。令和

２年度の普通地方交付税の補正後の留保額につきましては１億１,３８４万５,０００円

となります。 

 １３款国庫支出金２項国庫補助金４目土木費補助金は、１節道路橋りょう費補助金

で、補助対象橋梁の組み替えに伴う橋りょう長寿命化修繕事業交付金２０３万４,０００

円の補正であります。 

 次に、２０款町債１項町債４目土木債は、１節道路橋りょう債で６０万円の補正であ

ります。今年度の事業を取りやめます紅葉橋の改修事業で３７０万円の減額、新たに計

上する緑橋改修事業で４３０万円の増額の計上であります、 

 以上で歳入を終わりまして、続きまして、４ページをお開きください。 

 ４ページは、第２表地方債補正の変更であります。 

 まず、起債の目的の公共事業等でありますが、限度額が５５０万円から４３０万円増

の９８０万円に変更となります。内容は、緑橋改修事業が新たに４３０万円の計上とな

ります。 

 次に、過疎対策事業でありますが、７億５,７４０万円から３７０万円の減額の７億

５,３７０万円に変更となります。内容は、事業を取りやめする、下から３番目にありま

す紅葉橋の改修事業３７０万円の減額であります。 

 なお、利率につきましては記載のとおりであります。 

 以上で、議案第６８号の説明を終わります。 
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 以後、御質問によってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） これから、議案第６８号令和２年度陸別町一般会計補正予算

（第４号）の質疑を行います。第１条歳入歳出予算の補正全般について行います。 

 事項別明細書は６ページから７ページまでを参照してください。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ただいまの説明を見ますと、いずれにしても、紅葉橋にしても

緑橋にしても、利別川に架かるものですよね。紅葉橋のほうが補助事業から外れたとい

うのは、何か理由的にあるのか。同じ利別川でそういうことが行われた、片一方では増

額を含めて新しくするという、緑町の橋は、当然、早急にしなければならないものもあ

ると思うのですけれども、その辺の、片一方は駄目になって片一方はよくなったとい

う、その何か理由づけはあるのですか。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 議員御質問の、なぜ駄目だったという話なのですが、昨年

度より紅葉橋につきましては、昨年度までの要望の中で、今年度、測量設計をして、調

査設計をしまして、今後の工事等の執行をしていきたいということで、調査費等上げて

おりました。国からの内示額としまして、その分についてはゼロ回答ということで回答

が来まして、この部分について、なぜゼロだったかというところについては、私たちも

ちょっと何ともお答えしようがないのですが、ただ、今、現段階としまして、先ほど副

町長からも説明ありましたとおり、緑橋のほうの、今後の早期措置が必要であるという

橋梁につきまして、昨年度末に策定しました計画の中で位置づけられましたことで、そ

れにつきまして、１件、執行中の橋梁の長寿命化対策整備事業の中で、道のほうと話し

ましたところ、今年度の執行について、今後、調査、設計等をしていっていいのではな

いかということの了解が得られるということで、今回しております。紅葉橋につきまし

ては、やらないというわけでもないですし、実際のところ、今の現計画の中でも、１０

か年の計画の中でも位置付けられておる橋でありますので、今後もそのほかも含めまし

て、計画のある橋梁の中の状態も見ながら、随時進めていきたいという考えではおりま

す。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 詳しい理由については分からないという説明を受けたわけなの

ですけれども、いずにしましても、先ほど僕が言ったように、利別川に架かる橋ですよ

ね。ということは、新町１区からかな、いわゆる旭町を通って緑町を通ってという、そ

ういう川の流れなのですけれども、その間に利別川に架かる橋、まだ幾本かありますよ

ね、石井さんのところもあるだろうし。だから、そういった橋の状態の中で、国道をま
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たいでいるところもあると。そういった意味合いからいく中での形でいけば、もっと長

寿命化を早急に取り組まなければならないという意味合いも含めた形を当然計画的に、

簡単に言えば順番づけというのですか、そういうのは今後していく考えはあるのです

か。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 昨年度末、２月に現計画のほうを策定してきておるわけな

のですが、これに至るまでの調査、点検等行った中で、従前の修繕計画と、今回の策定

終わった修繕計画の中で、点検の仕方がちょっとここで大きく変わっていたというとこ

ろがまず一つ、理由に上がると思います。従前は遠方目視ということで、遠くからの目

視による点検ということが点検方法の一つだったわけなのですが、今回の策定しました

計画につきましては、近接での調査、実質上、橋をさわったりたたいたりとかというこ

とで、橋の裏側ですので、リフト車なども使いながらの点検ということを行ってきてお

ります。それによって、それまでの点検では分からなかった部分、もしくは、遠くから

見たのだけれども、近くへいって見るとそうでもなかったとか、そういった部分が見直

された部分もあります。また、その結果、計画策定における健全性の判定区分というの

は、緑町も含めまして、ほかの橋梁で優先度合いが上がったりしたということで、紅葉

橋については当初の遠方目視と変わらないような状況だったものですから、そういった

こともありまして、緑橋のほう、今年度実施しております他の橋梁もそうですが、早期

の措置が必要な橋ということの位置づけになった中で、今回、緑橋のほうを先に優先し

て実施したいというふうな考えになってきております。 

○議長（本田 学君） よろしいですか。 

○４番（谷 郁司君） いいです。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、第２条、地方債補正について質疑を行います。 

 ４ページから５ページまでを参照してください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

○議長（本田 学君） これから、議案第６８号令和２年度陸別町一般会計補正予算

（第４号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

散会 午後 １時４６分   
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 以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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